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【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
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【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 洗 浄 す べ き 受 け 入 れ る た め の 洗 浄 チ ャ ン バ と 、
　 洗 浄 サ イ ク ル 中 に お い て 前 記 洗 浄 チ ャ ン バ を 通 し て 洗 浄 水 を 再 循 環 さ せ る た め の ポ ン プ
と 、
　 タ ン ク と 、 す す ぎ 水 を 加 熱 す る た め の 関 連 の ヒ ー タ ー と 、
　 前 記 タ ン ク か ら 前 記 洗 浄 チ ャ ン バ へ 水 を 搬 送 す る た め の 通 路 と 、
　 前 記 通 路 に 沿 っ た 水 流 を 制 御 す る た め の 流 れ 制 御 装 置 と 、
　 前 記 タ ン ク 内 の 前 記 す す ぎ 水 の 温 度 を 示 す 温 度 セ ン サ と 、
　 前 記 温 度 セ ン サ か ら の 入 力 を 受 け る よ う に 接 続 さ れ 、 か つ 前 記 流 れ 制 御 装 置 及 び 前 記 ポ
ン プ を 制 御 す る よ う に 接 続 さ れ る コ ン ト ロ ー ラ と を 備 え 、
　 前 記 コ ン ト ロ ー ラ は 、 運 転 中 の 場 合 に は 、 洗 浄 サ イ ク ル に つ い て 、
　 　 前 記 洗 浄 サ イ ク ル 中 に す す ぎ 水 を 加 熱 す る 段 階 と 、
　 　 設 定 し た 最 小 期 間 だ け 前 記 洗 浄 サ イ ク ル が 運 転 さ れ た 後 、
　 　 　 前 記 す す ぎ 水 の 温 度 が 所 望 の す す ぎ 水 温 度 に 到 達 し て い る と 判 定 す る な ら ば 前 記 洗
浄 サ イ ク ル を 終 え る 段 階 と 、
　 　 　 前 記 す す ぎ 水 の 温 度 が 前 記 所 望 の す す ぎ 水 温 度 に 到 達 し て い な い と 判 定 す る な ら ば
前 記 洗 浄 サ イ ク ル を 続 け 、 次 い で 、 （ ｉ ） 前 記 す す ぎ 水 の 温 度 が 所 望 の す す ぎ 水 温 度 に 到
達 し て い る と 判 定 す る な ら ば 前 記 洗 浄 サ イ ク ル を 終 え 、 （ ｉ ｉ ） 前 記 す す ぎ 水 の 温 度 が 前
記 所 望 の す す ぎ 水 温 度 に 到 達 し て い な い と 判 定 し た と し て も 前 記 洗 浄 サ イ ク ル に つ い て 設
定 し た 最 大 期 間 の 後 に 前 記 洗 浄 サ イ ク ル を 終 え る 段 階 と を 実 施 す る 少 な く と も 一 つ の 操 作
モ ー ド を 有 す る 、 物 品 洗 浄 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 設 定 し た 最 小 期 間 と 、 前 記 設 定 し た 最 大 期 間 と 、 前 記 所 望 の す す ぎ 水 温 度 は 、 前 記
コ ン ト ロ ー ラ の メ モ リ ー に 記 憶 さ れ て い る 請 求 項 １ に 記 載 の 物 品 洗 浄 シ ス テ ム 。



【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 流 れ 制 御 装 置 は 、 前 記 タ ン ク の 入 口 と 関 連 し た 弁 を 備 え 、 前 記 通 路 は 、 前 記 タ ン ク
か ら の 溢 れ 通 路 を 備 え て い る 請 求 項 １ に 記 載 の 物 品 洗 浄 シ ス テ ム 。
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